
三重の森林づくり基本計画（改定）中間案に係るパブリックコメントに対する県の考え方

番号 ページ 事項 意見の内容

1 1

三重の森林づくり基
本計画改定の考え方
1 計画改定の趣旨

過去の林業施策失敗への反省が記されてないのが残念です。無謀
な植林（獣害の一因）から始まり、災害を想定しない林道づく
り、過間伐、皆伐による山の破壊（搬出効率のみを考慮した作業
道）等、また、豪雨による大規模山地災害の殆どは国有林？では
ないでしょうか。

⑤その
他

基本計画に基づく各種施策の取り組み状況については、「３これ
までの取組の成果と課題」の中で整理しています。

2 1

三重の森林づくり基
本計画改定の考え方
1 計画改定の趣旨

『森林を県民の共有の財産と捉え』
税を徴収する為の方便かと思われますが、私有山林はあくまでも
私有財産であり言い過ぎではないでしょうか。

⑤その
他

森林は、林産物の供給だけでなく、県土の保全、水源のかん養、
地球温暖化の防止などの公益的機能を有していることから、県民
共有の財産と捉えています。

3 1

三重の森林づくり基
本計画改定の考え方
1 計画改定の趣旨

『長期的な視点も持ちながら・・・』
長期的な視点こそが重要かと思われます。

⑤その
他

情勢変化に的確に対応しつつ、長期的な視点も持ちながら三重の
森林づくりを進めてまいります。

4 3

2森林･林業を取り巻
く社会情勢の変化
(1)森林法等の改正
や、国の新たな森
林・林業基本計画の
策定

『経営意欲の減退した森林所有者・・・』
意欲が減退した一因として、「森林施業計画」から「森林経営計
画」へ、更には「森林経営管理法」等、施策が猫目のように変わ
る事があるのではないでしょうか。

⑤その
他

ご意見として参考とさせていただきます。

5 3

2森林･林業を取り巻
く社会情勢の変化
(2)主伐・再造林のサ
イクルによる循環型
林業の確立に向けた
新たな動き

『伐採後の再造林費の捻出が厳しい状況であることから、多くの
森林所有者が主伐を控えています。』
樹齢50～60年を無理に伐期とせずに長伐期を考えている森林所有
者も沢山おります。

⑤その
他

ご意見として参考とさせていただきます。

6 3

2森林･林業を取り巻
く社会情勢の変化
(2)主伐・再造林のサ
イクルによる循環型
林業の確立に向けた
新たな動き

『主伐・再造林の循環を取り戻していく必要があります。』
・・・循環サイクルは？？？
本当にそう言い切れるのか大いに疑問です。

⑤その
他

材価の低迷や野生鳥獣による植栽木への食害など再造林を阻害す
る要因が顕在化している現下の状況を踏まえ、主伐・再造林の循
環を取り戻す必要があると考えています。

県の考え方
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三重の森林づくり基本計画（改定）中間案に係るパブリックコメントに対する県の考え方

番号 ページ 事項 意見の内容 県の考え方

7 3,20

市町村が林地台帳を
作成し
林地台帳の整備を促
進します。

30名以上の名義で境界が分けられていない場合、境界明確化でき
ないぐらい整備できていないのでは

⑤その
他

ご意見として参考とさせていただきます。

8 3

循環型林業の確立 ○○林業(○○県)のように、間伐した場所にポット苗を植えるの
も追加してもいいのでは

③今後
の施策
や事業
実施に
おいて
参考と
するも
の

ご意見として参考とさせていただきます。
なお、非皆伐型の長伐期施業も循環型林業の一つの形態と考えて
おり、「構造の豊かな森林」づくりにもつながるものであると考
えています。
間伐跡へのポット苗植栽については、先行事例など情報収集に努
めます。

9 4

2森林･林業を取り巻
く社会情勢の変化
(4) 森林環境税（仮
称）および森林環境
譲与税（仮称）の創
設

『都道府県と市町村に配分される森林環境譲与税』
補助金？目当ての「意欲と能力のある林業経営体」と見做される
新規参入業者に食い物にされる事だけはご容赦願いたいです。

⑤その
他

ご意見として参考とさせていただきます。

10 4

2森林･林業を取り巻
く社会情勢の変化
(5) 森林経営管理法
の制定

『森林・林業行政における市町の役割はますます重要』
最も心配な部分です。林業の未来を託せる行政マンが簡単に育つ
とは思えませんし、結局、「市町」も「意欲と能力のある林業経
営体」も税金と同様に所詮他人の金であり財産でしかありませ
ん。

⑤その
他

ご意見として参考とさせていただきます。
なお、平成31年4月に本格開講する「みえ森林・林業アカデ
ミー」では、民間の林業人材に加えて、市町職員の人材育成も行
うこととしています。

11 4

2森林･林業を取り巻
く社会情勢の変化
(6) みえ森と緑の県
民税の導入

『災害に強い森林づくり』
「災害に強い森林」とはどのような山林を想定されているので
しょうか。

⑤その
他

みえ森と緑の県民税を活用し、県においては、倒木等の流下によ
り被害を及ぼす森林において、土砂や流木の発生流出による被害
の軽減につながる森林の整備を、市町においては、地域の実情に
応じて通学路沿いの危険木の除去等に取り組んでいます。

12 4

所有者不明森林の増
加、境界未確定の森
林

○○管内の山林の面積が小さい所有者が多いので、境界明確化と
作業道は環境税でしないと厳しい

⑤その
他

ご意見として参考とさせていただきます。

13 5

実際の所有者や境界
が不明な森林が拡大

法的な動きが伴うので環境税で市町村が確定させてほしい ⑤その
他

ご意見として参考とさせていただきます。
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三重の森林づくり基本計画（改定）中間案に係るパブリックコメントに対する県の考え方

番号 ページ 事項 意見の内容 県の考え方

14 6

2森林･林業を取り巻
く社会情勢の変化
(10) 持続的な森林・
林業経営を担う人づ
くりの機運の高まり

『林業は、中山間地域の仕事の場の創出や定住促進など、地方創
生のために欠かすことができない産業』
御周知の通り林業はリスク第一位の危険な仕事です。高齢者は兎
も角、若者の雇用を考えた場合、収入面で一般的な仕事の1.5倍
程度の収入が無ければ薦める事は無責任と言えます。

⑤その
他

ご意見として参考とさせていただきます。

15 8

新たな森林管理シス
テムに基づく、意欲
と能力…路網整備

○○管内の山林の面積が小さい所有者が多いので、境界明確化と
作業道は環境税でしないと厳しい

⑤その
他

ご意見として参考とさせていただきます。

16 8

Ａ材の需要を拡大 ○○管内の山林は枝打ちが遅れているので、間に合うところは枝
打ちを、A材の立木が少なく過ぎる

③今後
の施策
や事業
実施に
おいて
参考と
するも
の

ご意見として参考とさせていただきます。
なお、枝打ちについては既存事業で支援が可能となっています。

17 8

（課題）木材価格
や、ニホンジカの獣
害被害などによる～
効果的な獣害対策に
取り組む必要があり
ます。

山が崩れたり、木材の材質が悪くなるのは、鹿の害によるところ
が大きいと思います。
その対策として、獣害対策犬によるパトロールが有効です。
森林税の使いみちとして、獣害対策犬を育成する為の調査研究に
充ててはどうでしょうか。アカデミーで講座を持つのもいいかと
思います。

③今後
の施策
や事業
実施に
おいて
参考と
するも
の

ご意見として参考とさせていただきます。
なお、みえ森林・林業アカデミーの選択講座では、現場ニーズに
応じ、内容に「獣害対策」を採用することも検討します。
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三重の森林づくり基本計画（改定）中間案に係るパブリックコメントに対する県の考え方

番号 ページ 事項 意見の内容 県の考え方

18 13

基本方針３ 森林環境教育支援市町数８→２９という目標値がいいと思いま
す。少ない市町の、限られた学校、学年の子のみが受ける教育で
は不足していると思います。できるだけ早期に実現できるように
進めてもらいたいです。

②既に
反映し
ている
もの

ご意見として参考とさせていただきます。

19 15

県民から森林管理の
あり方に積極的な発
言があり、その意見
を反映しつつ

会議で道の要望を市にあげるが市民から声を上げてもらわない
と、私は市民なんだけど

⑤その
他

ご意見として参考とさせていただきます。

20 15

路網整備などにより
…労働環境が向上
し、林業従事者が意
欲的に働いています

高性能林業機械を入れられない狭い林道がほとんど、コンクリー
ト舗装は傷んでいて搬出できない

⑤その
他

ご意見として参考とさせていただきます。
森林資源が充実する中、保育の段階から利用・搬出の段階へとシ
フトしており、この中で林道の必要性が改めて認識されていま
す。
施業システムに適した林道整備については、管理者（市町）に相
談いただき、必要に応じて改良・改築等で対応いただきたいと考
えます。

21 16

地形条件等に即した
路網整備

○○県でも要望しているが、急傾斜地は手間がかかるのでコスト
の割り増しを

②既に
反映し
ている
もの

ご意見として参考とさせていただきます。
なお、森林作業道開設に係る支援については、斜面の傾斜に応じ
た単価設定により、急傾斜地における開設にも配慮しています。

22 17

森林GIS等による正確
な森林情報

所有者は小班を空間コンテンツとしてM-GISのデータを取得でき
るようにしてほしい

⑤その
他

小班のデータは、情報開示手続きによって提供することが可能で
す。ご自身のパソコンにM-GISをインストールしていただけれ
ば、当該小班データをM-GIS上で利用することが可能となってい
ます。
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三重の森林づくり基本計画（改定）中間案に係るパブリックコメントに対する県の考え方

番号 ページ 事項 意見の内容 県の考え方

23
19～
26

第4 具体的な施策 それぞれの項目に微に入った努力目標は掲げられているが「具体
的な施策」とは言えない。具体的とは、その施策を推し進めるこ
とによって、確実に変革するものでなければならない。
全ての項目に関連する具体的な施策として、「林業従事者の確
保」という項目が必要ではないか。そのためには、林業就業のた
めのプランを作り、全国から人材を集める活動、定住場所の確
保、就業支援のための予算、そして、具体的な仕事の割り振りが
必要となるが、そのことを推進することが、個別に掲げている努
力目標を具体的にする施策と言える。
例えば、現在の林業従事者を３年間で２倍にするという具体的目
標を作れば、それにあった仕事の割り振りが可能になり、間伐の
進んでいない森林の手入れ、災害危険林の除去、B材C材の確保、
A材の利用促進（営業人材の育成）、林業振興に役立つはずであ
る。
そのようなプランを再考していただきたい（人材の育成や教育と
いう項目はあるが、実際には、林業アカデミーの教授陣に大規模
予算をかけても育成する林業従事者が年間20数名程度でしかな
く、また、従来の林業従事者へのスキルアップを目的としてお
り、新規人材の確保に繋がってない）。

③今後
の施策
や事業
実施に
おいて
参考と
するも
の

ご意見をふまえ、実施の段階において計画に記載した施策がより
具体化できるよう努めます。
林業従事者の確保については、国の緑の雇用制度の活用や、林業
体験研修、就業・就職フェア等の既存施策で引き続き取り組んで
まいります。
これら既存施策に加えて、みえ森林・林業アカデミーにおいて
は、主に既就業者を対象に、新たな視点や多様な経営感覚を持
ち、森林・林業を取り巻く厳しい状況を打開できる人材の育成を
図ってまいります。

24 20

地域森林計画、およ
び市町村森林整備計
画に即して

作業道作設指針同様の林業専用道チームを県で対応していただか
ないと市町村には無理

③今後
の施策
や事業
実施に
おいて
参考と
するも
の

路網整備に係る研修等を通じて市町職員のサポートに努めます。

25 21

基盤となる林道、林
業専用道、森林作業
道などの路網

○○管内では１０トンの車両が通行できる林道が少なく、土場も
厳しい。道がないと無理。

⑤その
他

ご意見として参考とさせていただきます。
森林資源が充実する中、保育の段階から利用・搬出の段階へとシ
フトしており、この中で林道の必要性が改めて認識されていま
す。
施業システムに適した林道整備については、管理者（市町）に相
談いただき、必要に応じて改良・改築等で対応いただきたいと考
えます。
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三重の森林づくり基本計画（改定）中間案に係るパブリックコメントに対する県の考え方

番号 ページ 事項 意見の内容 県の考え方

26 21

航空レーザ測量 経費が高すぎるので無理と回答されたが、先ずは市に一つ測量し
てほしい

③今後
の施策
や事業
実施に
おいて
参考と
するも
の

ご意見として参考とさせていただきます。

27 22

森林作業道の作設技
術や

今後、ホイールタイプの高性能機械が増えるならスイッチバック
ではなくヘアピンで作設

③今後
の施策
や事業
実施に
おいて
参考と
するも
の

ご意見として参考とさせていただきます。

28 22

森林施業プランナー
の技術力向上

森林組合はサポートする体制があるのに、事業体にはなく育たな
いのはなぜ。

⑤その
他

森林施業プランナーの育成研修等は、森林組合のみならず、広く
民間の林業事業体も受講可能となっています。

29 25

基本施策３－(２)
森林環境教育・木育
の振興(２)

未就学児からの教育が重要であるという視点が組み込まれたのが
とてもいいと思います。学齢期と異なり、保育中の時間的制約が
少ない幼児期に繰り返し森林や自然と触れ、からだに心に感覚が
すり込まれることで、文や絵で見て学ぶ教育が生きてくると考え
ます。是非他部署とも連携しながら、大切に進めていただきたい
です。

②既に
反映し
ている
もの

ご意見として参考とさせていただきます。

30 26

三重のもりづくり月
間の取組

○○パークが募金で運営されているので、地元の人はマイ パー
クと呼んでいます。マイ フォレストと呼ばせたいです。

⑤その
他

ご意見として参考とさせていただきます。
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三重の森林づくり基本計画（改定）中間案に係るパブリックコメントに対する県の考え方

番号 ページ 事項 意見の内容 県の考え方

31 27

緑の循環推進プロ
ジェクト

＊植栽促進奨励基金の設置
現在森林（人工林）の林齢別構成がアンバランスの状態で特に３
０年以下の森林の割合がわずか４％と平成の時代造林がされな
かった。
抜本的な直接支援等の対策が必要ではないかと考えます。
例えば、官民連携の基金（従事者基金の活用も一考）を創設して
伐採跡地の解消、再造林を促進し適正な森林配置になるよう期待
したし

③今後
の施策
や事業
実施に
おいて
参考と
するも
の

ご意見として参考とさせていただきます。

32 27他

緑の循環推進− 他 この項目だけではないのだが、「ニホンジカによる食害対策」と
いう箇所がいくつか出ているが、これは「三重の森林づくり基本
計画」とは切り離して考える方が良いのではないか。
森林づくりの予算が使われて、新しく苗を植えたところを重点的
に鹿の駆除が行われているが、私は狩猟者でもあるためわかるの
ですが、それは鹿の食害や数量減少には繋がってない。なぜな
ら、鹿には行動する道があり、その場所に仕掛けをかけなければ
捕獲できない。鹿害を減らすのであれば、ゾーンで守る必要があ
り、新たに、狩猟犬、狩猟者の確保などが必要。現在のやり方で
は全体の狩猟匹数は変わっていない。

③今後
の施策
や事業
実施に
おいて
参考と
するも
の

ご意見をふまえ、実施段階においてより効果的な事業実施となる
よう努めます。

33
27～
32

第5重点プロジェクト 重点プロジェクトは６項目あるが、それを選んだ理由がわからな
い（説明がない）。
前半の数年間という期間を限定して行うのであれば、県の方針と
して「災害に強い森づくりプロジェクト」を一つ掲げて、緑の循
環推進、次世代型森林情報活用、林業担い手づくり、A材競争力
強化、森林環境教育などのプロジェクトを、災害に強い森づくり
プロジェクトに連携させることで全体計画の推進を促すべきでは
ないか。（災害に強い＝健全な森林づくり・林業役割の重要性訴
求に繋がる）。
また、重点というからには、5年間と言わず、3年間の短期にすれ
ば、より具体的に進み、第２期重点プロジェクトとして、例えば
「緑の循環推進」や「林業の担い手づくり」または「A材競争
力」などに移行することができる。

③今後
の施策
や事業
実施に
おいて
参考と
するも
の

重点プロジェクトの選定理由は、それぞれのプロジェクトの「現
状と課題」に記載しています。
また、プロジェクト間で相互に連携できる部分については、相乗
効果が発揮できるよう実施段階で連携に努めます。
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三重の森林づくり基本計画（改定）中間案に係るパブリックコメントに対する県の考え方

番号 ページ 事項 意見の内容 県の考え方

34 28

流木化する恐れのあ
る危険木の除去

積極的に切り捨て間伐を搬出できる仕組みがほしいです ②既に
反映し
ている
もの

みえ森と緑の県民税を活用して県が取り組んでいる「災害緩衝林
整備事業」では、渓流沿いの一定範囲において、危険木の伐採、
搬出を実施しています。

35 30

森林林業を担う人づ
くり

＊県林業従事者対策基金の積極的な活用
人づくりの中で、県財政が厳しい中、約２０億の基金活用につい
て記述が全くない。積極的に基金活用をしてほしい。特に、ほと
んど同じ対策が２０年以上継続され根本的に基金活用（取り崩し
も含め）を見直す時と考えます。アカデミー開講と関連して今ま
でと異なった効果的な使途を考えるべきと思います。

①反映
するも
の

林業従事者対策基金については、現在、公益財団法人三重県農林
水産支援センターが所管し、当該基金を活用して「林業基金事
業」を実施しています。
引き続き、同センターと連携しながら、効果的な林業担い手対策
に努めます。
なお、ご意見をふまえ、「基本施策２－（２）森林・林業・木材
産業や地域を担う人づくり」の「（１）林業の担い手の育成・確
保」に、みえ森林・林業アカデミーの設置に関して、同センター
も含む関係団体との連携についての記述を追加します。

36 31

A材の生産を中心に ○○管内の山林は枝打ちが遅れているので、間に合うところは枝
打ちを、A材の立木が少なく過ぎる

③今後
の施策
や事業
実施に
おいて
参考と
するも
の

ご意見として参考とさせていただきます。
なお、枝打ちについては既存事業で支援が可能となっています。

37 ‐

全般 「森林経営管理法」の「意欲と能力のある林業経営体」はビジネ
スとして「間伐」ではなく「皆伐」を選択するのは当然で、そう
なると多くを占める50～60年生の山林は禿山化（植栽はするので
しょうが）し、この先、50～60年は山林収入が見込めず、支出だ
けとなってしまいます。今後、国の政策が変わり「森林環境譲与
税」等の予算が期待できなくなった場合、現状よりも悲惨な状況
になってしまうと悲観するのは、私だけでしょうか。
国の政策を批判しても何のメリットも無いので、「三重県」だけ
でもユニークな政策を立案していただき、多少国から睨まれる事
に臆することなく、少数・多数に拘らず、幅広い意見を取り入れ
て、他県の規範となって頂く事を切に望む次第です。

⑤その
他

ご意見として参考とさせていただきます。
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三重の森林づくり基本計画（改定）中間案に係るパブリックコメントに対する県の考え方

番号 ページ 事項 意見の内容 県の考え方

38 ‐

全般 森林の恩恵は誰もが享受している。暮らしが自然や森林から離れ
つつあり、恩恵を実感しにくい今、全県民で森林を支えていく社
会づくりを進めていくのは、教育であると考えます。お金はかか
るのに成果がすぐには出ないですが、長期的なビジョンで考え、
幼少期、学齢期の子ども達が皆、教育を受けられます様、お願い
したいです。
教育という視点で、三重の森林づくり基本計画を見た時、森林環
境教育と木育という言葉が出てきます。これはどのような違いが
あるのでしょうか？インターネットで検索しても、簡単に見つけ
ることはできません。
三重県の森林部門における教育ビジョンが明示してほしいです。
これから急激な人口減少が予想されています。その中で、三重県
産材が選ばれること、森づくりに参加すること、木づかいが大切
だなと思う心などは、教育にかかっていると思います。

⑤その
他

ご意見として参考とさせていただきます。
なお、森林環境教育とは、「森林内での様々な体験活動等を通じ
て、森林と人々の生活や環境との関係についての理解と関心を深
めること」（平成29年度森林・林業白書）
木育とは、「子どもから大人までを対象に、木材や木製品とのふ
れあいを通じて木材への親しみや木の文化への理解を深めて、木
材の良さや利用の意義を学んでもらうための教育活動（平成29年
度森林・林業白書）のことで、具体的には、未就学児等には木製
玩具や遊具などを使った遊び、小・中学校では木工、高校生以上
では木製品の選択ができるような取組を実施し、将来、木製品の
良さを伝えられる人材の育成を行う」と整理しています。
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